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○広報「東神楽」有料広告掲載取扱要綱 

平成１８年５月１日 

改正 平成２７年２月１日 

平成２８年２月１日 

令和３年６月３０日要綱第３９号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、東神楽町が発行する広報「東神楽」（以下「東神楽」という。）

に掲載する有料広告（以下「広告」という。）について、必要な事項を定めるもの

とする。 

（基本原則） 

第２条 「東神楽」に掲載する広告について、公共性と町民の利益を目的として、次

の各号に掲げる基本原則を定める。 

（１） 公正で虚偽のないもの 

（２） 広告の受け手に不利益を与えることのないもの 

（３） 児童及び青少年に与える影響を考慮したもの 

（４） 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したもの 

（５） 関係法規と社会秩序を守るもの 

２ 掲載された広告の責任については、町は一切の責任を負わないものとする。 

（広告掲載の範囲） 

第３条 次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しないものとする。 

（１） 「東神楽」の公共性及び品位を損なうおそれのあるもの 

（２） 風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号）第２条に掲げる営業に該当するもの 

（３） 政治活動、宗教活動及び意見広告に関わるもの 

（４） 公の秩序又は善良な風俗に反するもの 

（５） 前号に掲げるもののほか「東神楽」に掲載することが好ましくないと町長

が判断するもの 

（広告掲載の対象） 

第４条 広告掲載の対象は町内に住所を有する事務所、事業所及び個人、団体等。た

だし、広告として掲載することが妥当であると町長が特に認めたときはこの限りで

ない。 

（広告掲載の位置等） 

第５条 広告を掲載する位置及びスペースは、原則インフォメーションと同ページ内

の固定枠（１０．２cm×８．７cm）１区画とする。 

２ 広告を掲載する位置については、紙面作成の都合上、町に一任するものとする。 
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３ 広告掲載の色数は１色（モノクロ）の印刷とする。 

（広告掲載料） 

第６条 広告掲載料は、別表のとおりとする。 

（広告掲載回数等） 

第７条 同一法人等の広告掲載は、原則年６回までとする。ただし、町長が認めると

きは、この限りでない。 

２ 広告掲載は受付順とするが、掲載希望が多数の場合は掲載回数及び掲載月号を変

更できるものとする。 

（広告掲載の申込） 

第８条 広告を掲載しようとする者（以下「申込者」という。）は、東神楽町有料広

告掲載申込書（別記第１号様式）及び広告原稿を「東神楽」の発行月の前月２５日

までに町長に提出するものとする。 

（広告掲載の決定） 

第９条 前条の規定に基づく申込書を受理したときは、必要な事項を審査し、広告の

掲載の可否を決定するものとする。 

２ 町長は、前項の審査結果に基づき、広告掲載の可否を決定したときは、その結果

について、東神楽町有料広告（掲載・非掲載）決定通知書（別記第２号様式）によ

り通知するものとする。 

３ 広告掲載の決定を受けた申込者（以下「広告主」という。）は、速やかに掲載し

ようとする広告の版下を提出するものとする。 

４ 広告原稿のうち、デザインや表現内容などで掲載にふさわしくないと思われるも

のについて、変更を指示することができるものとする。 

（広告主の責任） 

第１０条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。 

２ 広告主は、町税等を完納していなければならない。 

３ 広告原稿の作成に要する経費は、広告主の負担とする。 

（広告掲載料の納入） 

第１１条 広告主は、広告掲載料を納付しなければならない。 

２ 前項の広告掲載料は、町長の指定する期日までに、町が発行する納入通知書によ

り一括納入するものとする。 

（広告掲載の取消、中止） 

第１２条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取消又は中止

することができる。 

（１） 広告掲載料を指定する期日までに納入しなかったとき 

（２） 虚偽の広告掲載をしたとき 



3/9 

（３） 第３条各号のいずれかに該当したとき 

２ 前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、広告主に対し、東神楽町有料広

告掲載取消等通知書（別記第３号様式）を送付するものとする。 

３ 広告主は、諸事情により広告の掲載を取り消す場合は、東神楽町有料広告掲載取

消申出書（別記第４号様式）を「東神楽」発行日の１０日前までに町長に提出する

ものとする。 

（広告掲載料の還付） 

第１３条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由

により広告の掲載ができなかったときは、この限りでない。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１８年５月１日から施行する。 

附 則（平成２７年２月１日） 

この要綱は、平成２７年２月１日から施行する。 

附 則（平成２８年２月１日） 

この要綱は、平成２８年２月１日から施行する。 

附 則（令和３年要綱第３９号）抄 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

別表（第６条関係） 

区分 金額 

指定ページ下１段（１０．２cm×８．７cm） １回につき ９，０００円 
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別記第１号様式（第８条関係） 

別記第２号様式（第９条関係） 

別記第３号様式（第１２条関係） 

別記第４号様式（第１２条関係） 

 


